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研究活動における不正行為
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科学研究活動は性善説を前提として営まれているが，
残念なことにそれら不正行為の報告1）が後を絶たず，各
種機関による不正の防止策が提案されている．
科学研究における不正行為は，研究活動における不正

行為と研究費の不正使用に大別され，本稿では前者につ
いて述べる．研究活動における不正行為には，1．文章
やアイデア，データの剽窃ないし盗用（Plagiarism），
2．存在しないデータの作成（捏造，Fabrication），
データの偽造・変造（改竄，Falsification），および3．
不正行為の隠匿および証拠隠滅があり，それぞれの不正
行為について概説する．
1．文章やアイデア，データの剽窃ないし盗用
1）文章の盗用
他人の公表された文章を自分の文章の中で用いること

を引用といい，正当な条件を満たさない場合は剽窃ない
し盗用という．正当な引用には以下のような条件を満た
さなければならない．
1）引用される文章は，既に公表されている著作物で

なければならない．
2）引用は，公正な慣行に合致しなければならない．
3）引用とわかる形式で行う．たとえば，引用符を付

けたり，引用部分をインデントする．
4）出典を合理的と認められる方法，および程度によ

り，明示しなければならない．
5）引用の目的上正当な範囲内で行わなければならな

い．原則として一部分に限る．
6）引用文には変更を加えてはならない．
7）主文と引用文には明確な主従関係がなければなら

ない．引用文が主となってはならない．
8）図表の引用は正当とみなされないので，使用許諾

を得る必要がある．
9）他人の文章・図表には，ウェブ上（たとえば

Wikipedia）の文章・図表も含まれる．
10）文章を要約して引用する場合には，内容の同一性
が保たれていること，および明瞭に引用と識別できるこ
とが求められる．
なお，引用については著作権法で規定されており，剽

窃ないし盗用は刑事罰，民事罰の対象となるとともに，
研究者倫理に反する．
また，出典の明示法にはハーバード方式やバンクー

バー方式があり，その記載法には各種学術雑誌の投稿規
定，例えば「北海道医療大学歯学雑誌」では，投稿の手
引き（2012年6月30日現在）の5．文献，5）の（1）
雑誌の場合，（2）単行本の場合，（3）分担執筆の場
合，および（4）翻訳書の場合にわけて例示されている
ので，参照されたい．

2）自己剽窃ないし盗用
自分が過去に公表した文章を，新しい文章に正当性を

欠いて再使用する行為を「自己剽窃ないし盗用」とい
い，引用に準じた制約を受けねばならない．すなわち，
同一の研究テーマの論文の中に自分自身の既出版論文等
の中で書いた文章の一部を含めることは，一般に許され
ているが，少なくとも出典を明示する必要がある．
3）二重投稿
二つ以上の学術大会や学術雑誌に，同じ文章を投稿す

ることを二重投稿といい，禁止されている．二重投稿に
ついての詳細は，Multiple Submission Guidelines from
IEEE PSPB Operations Manual（http : //www.ieee.org/web/
publications/rights/Section_822F.html）を参照されたい．
4）アイデアやデータの盗用
他人のアイデアやデータを利用する場合は，自分のア

イデアやデータでないことが明瞭に分かるように記載し
なればならない．アイデアやデータの盗用は研究者倫理
に反する行為である．
2．データの捏造と改竄
実験ないし調査を根拠としないデータの作成を捏造と

いい，実験ないし調査に基づくデータを作為の有無にか
かわらず，変更，棄却，消去を改竄といい，不正行為と
して行ってはならない．
3．不正行為の隠匿および証拠隠滅
実験ないし調査結果のデータの盗用，捏造，および改

竄だけでなく，それら行為の証拠隠滅あるいは立証妨害
（実験ないし調査記録等の資料の隠蔽，廃棄および未整
備を含む．）も禁止されている．
最後に，文書ファイルをインターネット上のWebペー

ジや他の文書ファイルと比較し，コピーアンドぺースト
した部分があるかどうかをチェックできるソフトウエア
－として，コピペ判定支援ソフト（コピペルナーV3
（株）アンク，Turnitin & iThenticate（株）iParadigms
などがある．
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